
議 案 提 出 書 

 

横手市議会議員政治倫理条例 

 

上記の議会案を提出する。 

 

平成２５年９月２０日 提出 

                   提出者 

                      横 手 市 議 会 議 員 全 員 

                   賛成者 

 

横手市議会議長 佐 藤 清 春 様 

 

 

提案理由 

 横手市議会議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議

員の政治倫理のより一層の向上に努め、市民に信頼される市議会づくりを進め、

もって市政の健全な発展を目指すものである。 

 

 



議会案第９号 

横手市議会議員政治倫理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、横手市議会議員（以下「議員」という。）の政治倫理に関

する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上

に努め、市民に信頼される市議会づくりを進め、もって市政の健全な発展に

寄与することを目的とする。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、市民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任

を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。 

２ 議員は、政治倫理に反するような事実があるとの疑惑を持たれたときは、

自らその疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。 

（政治倫理基準） 

第３条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

（１） 市民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び

名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受

その他の行為をしないこと。 

（２） 議員の地位又は権限による影響力を不正に行使させるような市民か

らの働きかけに応じないこと。 

（３） 市職員の公正な職務執行を妨げるような不正な働きかけをしないこ



と。 

（４） 市又は市が資本金、基本金その他これらに準じるものを出資してい

る法人若しくは市の施設の指定管理者が行う許可又は請負その他の契約等

に関し、特定のもののために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働

きかけをしないこと。 

（５） 市の職員等の採用、昇任又は人事異動に関し、働きかけをしないこ

と。 

（６） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９２

条の２の規定の趣旨を尊重し、議会の審議、調査権、議決権等を通じて市

の事務及び事業に対して影響力を持つことを認識し、市に対して行う請負

その他の契約に関して、市民の疑惑を招くことのないようにすること。 

（誓約書の提出義務） 

第４条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約を行うものとし、議員となった

日から１月以内に、誓約書を議長に提出しなければならない。 

（審査請求権） 

第５条 市民（横手市選挙人名簿に登録されている者をいう。以下同じ。）又は

議員は、議員が第３条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認め

たときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては法第７４条第５項に

規定する選挙権を有する者の１００分の１以上の者の連署をもって、議員に

あっては議員定数の４分の１以上の者の連署をもって、議長に対し政治倫理



基準に違反する行為の存否の審査（以下「審査」という。）を請求することが

できる。 

（政治倫理審査会の設置） 

第６条 議長は、前条に基づく審査の請求を受けたとき、又は必要があると認

めたときは、横手市議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設

置する。 

２ 審査会は、委員１０人で組織し、議員のうちから議長が任命する。 

３ 審査会の委員の任期は、議長に対し付託された事案の審査結果の報告を終

了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了

するものとする。 

４ 審査会の委員は、公平に、かつ、適切にその職務を遂行しなければならな

い。 

（守秘義務） 

第７条 審査会の委員は、その審査及び審査の結果に関し知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（政治倫理基準違反の審査等） 

第８条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。 

（１） 審査請求の適否 

（２） 政治倫理基準に違反する行為の存否 

２ 審査会は、前項の審査を行うため、審査の請求の対象とされた議員（以下



「被審査議員」という。）又は審査請求をした者から事情を聴取し、又は資料

の提出を求めることができる。 

３ 審査会は、被審査議員に弁明の機会を与えなければならない。 

４ 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明若しく

は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（審査結果の報告） 

第９条 審査会は、その審査を終了したときは、速やかに審査結果を議長に報

告しなければならない。 

２ 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかにその内容を公表

するものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた議員の行為から適用

する。 

 

 



議 案 提 出 書 

 

横手市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

上記の議会案を提出する。 

 

平成２５年９月２０日 提出 

                   提出者 

                      横 手 市 議 会 議 員 全 員 

                   賛成者 

 

横手市議会議長 佐 藤 清 春 様 

 

 

提案理由 

 横手市議会の議員の定数の改定に伴い、現行条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 

 

 



議会案第１０号 

  横手市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

横手市議会委員会条例（平成１７年横手市条例第３３９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条第２項を次のように改める。 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管に属する事項は、次のとおりとす

る。 

（１） 総務文教常任委員会 ９人 

総務企画部、財務部、消防本部、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任

委員会の所管に属しない事項 

（２） 厚生常任委員会 ９人 

市民生活部、健康福祉部、市立横手病院及び市立大森病院の所管に属す

る事項 

 （３） 産業建設常任委員会 ８人 

産業経済部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項 

   附 則 

 この条例は、平成２５年１０月２３日から施行する。 



議 案 提 出 書 

 

横手市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

上記の議会案を提出する。 

 

平成２５年９月２０日 提出 

                   提出者 

                      横 手 市 議 会 議 員 全 員 

                   賛成者 

 

横手市議会議長 佐 藤 清 春 様 

 

 

提案理由 

 議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を追加するた

め、現行規則の一部を改正しようとするものである。 

 

 

 



議会案第１１号 

   横手市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

横手市議会会議規則（平成１７年横手市議会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

別表に次のように加える。 

常任委員会

協議会 

常任委員会の所管に属す

る事項に関する報告、説明

の聴取及び協議を行うこ

と。 

常任委員 常任委員長 

政治倫理審

査会 

横手市議会議員政治倫理

条例（平成２５年横手市条

例第  号）の規定に基づ

き、議長が審査の請求を受

け、又は必要があると認め

た事件の審査を行うこと。 

議長から任命

された委員 

会長 

   附 則 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 



議 案 提 出 書 

 

横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

上記の議会案を提出する。 

 

平成２５年９月２０日 提出 

                   提出者 

                      横 手 市 議 会 議 員 全 員 

                   賛成者 

 

横手市議会議長 佐 藤 清 春 様 

 

 

提案理由 

 議会改革推進のため、現行条例の一部を改正しようとするものである。 

 

 

 



議会案第１２号 

  横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１７年横手市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条に次の１項を加える。 

３ 議会の議員が当該議員の資格において次の各号のいずれかに該当する特別

職の職員を兼ねるときは、その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。 

 （１） 青少年問題協議会の委員 

 （２） 民生委員推薦会の委員 

 （３） 都市計画審議会の委員 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


